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■お問い合わせ■

 東京女子大学 教育研究支援課 

 E-mail:  koukaikouza@list.twcu.ac.jp

 TEL: 03-5382-6470（平日9:00～11:25、12:25～17:00） 閉室日：土・日、祝日

受 講 料  

形  式

対  象

お申込

―トランプ政権の武力行使を国際法から考える―

https://www.twcu.ac.jp/main/event/2026/ondemand_2026first.html

2026年度前期　オンデマンド講座

大統領を拘束しても合法？大統領を拘束しても合法？大統領を拘束しても合法？

講 師 根本和幸
東 京 女 子 大 学

 国 際 社 会 学 科  教 授

無 料

ビ デ オ オ ン デ マ ン ド

社 会 人 、 学 生

　配信期間

  2026年



講座内容

近年、国家による武力行使は世界的に大きな関心を集めるだけでなく、民
間人への被害などの非人道的側面や、国際秩序の動揺を招くものとして深
刻に受け止められています。
本講座では、2026年のアメリカのトランプ政権によるベネズエラおよび
イランへの武力行使を題材に、「武力行使にもルールはあるのか」という
問いを国際法の観点から分かりやすく解説します。他国の大統領拘束や武
力行使がどのような場合に許され得るのか、その限界はどこにあるのかを
具体的事例から考えます。
難しい専門用語は極力避け、ニュースを手がかりに国際社会の仕組みと現
実を読み解く入門講座です。国際問題に関するニュースを観ていて、「よ
くわからないなぁ」とか「なぜだろう？」と思ったことがある方には、こ
の講義がそれを解決するための手がかりを提供いたします。

■講師■ 

根本和幸 （東京女子大学国際社会学科教授）
■経歴■

 上智大学法学部助手、外務省国際法局国際法課国際法調査員、東京女子大学

国際社会学科准教授を経て、現職。

■現在の研究・関心■ 

国際法・国際組織法（武力行使に関する国際法と国際連合の集団安全保障を

中心に研究しています）

■主な著書■

 共著として『自衛権の現代的展開』（東信堂）、『サブテクスト国際法』

（日本評論社）、「国際テロリズムに対する武力行使」（『法学セミナ

ー』）など。近著では、大学の学部で法学を学ぶ実践的ガイドブックとして

「法学部ゼミハンドブック」（尚学社）がある。

講師紹介


